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本
の
法
人
税
は
高
い
の
か

連
結
納
税
の
大
企
業
の
負
担
率
は
13
・
３
％

　

安
倍
政
権
は
今
年
４
月
か

ら
消
費
税
率
を
８
％
に
引
き

上
げ
、
さ
ら
に
来
年
10
月
に

は
10
％
に
増
税
し
よ
う
と
す

る
一
方
で
、
来
年
度
か
ら
大

企
業
を
中
心
に
法
人
税
を
引

下
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
安

み
込
み
、「
成
長
戦
略
」
の

目
玉
に
し
て
い
る
。
財
界
の

要
求
通
り
に
国
税
と
地
方
税

確
か
に
日
本
の
法
人
税
の
表

面
的
な
税
率
は
、
米
国
よ
り

は
低
い
も
の
の
、
欧
州
各
国

よ
り
も
高
く
な
っ
て
い
る

（
表
）。
し
か
し
、
日
本
の

大
企
業
の
実
際
の
税
負
担

は
、
各
種
の
「
租
税
特
別
措

置
」
で
軽
減
さ
れ
て
い
る
。

表
面
的
な
税
率
の
比
較
だ
け

業
税
を
あ
わ
せ
て
）
に
対
し

て
、
実
際
の
税
負
担
は
、
キ

ヤ
ノ
ン
33
・
６
％
、
ト
ヨ
タ

29
・
２
％
、
三
菱
商
事
13
・

３
％
と
著
し
く
低
い
税
負
担

と
な
っ
て
い
る
。

　

グ
ラ
フ
は
国
税
庁
が
発
表

し
た
資
本
金
の
規
模
別
の
法

人
税
負
担
率
を
表
し
た
も
の

プ
企
業
で
は
13
・
３
％
に
す

ぎ
な
い
。
約
10
％
程
度
の
地

方
法
人
税
（
法
人
住
民
税
、

法
人
事
業
税
）
を
加
え
て

も
、
他
国
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ

ら
な
い
。

　

資
本
金
１
０
０
億
円
超
の

大
企
業
の
税
負
担
率
は
、
資

本
金
１
億
円
以
下
の
中
小
企

業
の
税
負
担
率
よ
り
も
ず
っ

と
軽
い
。
大
企
業
優
遇
の
租

税
特
別
措
置
の
た
め
で
あ

る
。
こ
れ
で
は
公
平
な
税
制

で
は
な
い
。 

（
つ
づ
く
）

す
が
・
た
か
の
り　

１
９
６

９
年
、
東
北
大
学
卒
業
。
化

学
メ
ー
カ
ー
に
勤
務
後
、
第

一
経
理
入
社
。
95
年
に
税
理

士
登
録
。
中
小
企
業
か
ら
上

場
企
業
ま
で
税
務
支
援
に
従

事
。
現
在
、
ア
ル
フ
ァ
合
同

会
計
税
理
士
。
著
書
に
『
日

本
税
制
の
総
点
検
』（
共
著
、

勁
草
書
房
）。

を
合
わ
せ
た
法
人
実
効
税
率

（
現
行
35
・
64
％
）
を
、
中

国
な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
並
み
の

25
％
ま
で
引
き
下
げ
る
の
が

狙
い
だ
。
年
間
５
兆
円
の
財

源
が
必
要
と
言
わ
れ
る
。

　

日
本
は
世
界
一
法
人
税
が

高
い
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、

こ
れ
は
大
き
な
間
違
い
だ
。

で
は
、
実
際
の
税
負
担
の
比

較
は
で
き
な
い
。

　

筆
者
は
キ
ヤ
ノ
ン
、
ト
ヨ

タ
、
三
菱
商
事
の
５
年
分
の

有
価
証
券
報
告
書
か
ら
実
際

の
各
社
の
税
負
担
率
を
計
算

し
て
み
た
。
す
る
と
表
面
的

な
税
率
40
％
（
当
時
の
法
人

税
・
法
人
住
民
税
・
法
人
事

だ
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
申
告

所
得
金
額
に
対
す
る
法
人
税

の
負
担
率
は
、
資
本
金
１
億

円
か
ら
５
億
円
の
企
業
の
27

・
０
％
を
ピ
ー
ク
に
、
資
本

金
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
下
が

り
、
資
本
金
１
０
０
億
円
超

で
は
19
・
６
％
、
ト
ヨ
タ
自

動
車
な
ど
連
結
納
税
グ
ル
ー

　

政
府
は
さ
ら
な
る
消
費
税
増
税
を
画
策
す
る
一
方
で
、

法
人
税
減
税
を
中
心
と
す
る
露
骨
な
大
企
業
支
援
策
を
進

め
て
い
る
。「
社
会
保
障
を
充
実
す
る
」
と
の
公
約
は
泡

と
消
え
、
国
民
が
払
っ
た
税
金
を
大
企
業
が
懐
に
入
れ
る

構
図
だ
。
大
企
業
優
遇
税
制
の
実
態
と
財
源
の
在
り
方
に

つ
い
て
、
税
理
士
の
菅
隆
徳
氏
に
解
説
し
て
も
ら
っ
た
。

倍
首
相
は
、
法

人
税
減
税
を
経

済
財
政
運
営
の

基
本
方
針（「
骨

太
の
方
針
２
０

１
４
」）
に
組

2013年１月現在

国　　名 日本 米国 フランス ドイツ 英国
実効税率 35.64％ 40.75％ 33.33％ 29.55％ 24.00％
（出所）財務省ホームページ
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※申告所得金額に対する法人税の割合を資本金ごとに試算した国税庁資料より作成
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表　法人所得課税の実効税率の国際比較

グラフ　資本金階級別の法人税負担率（2012年度）


